
事 務 連 絡 
令和６年２月 26 日 

市内指定介護保険サービス事業者・施設 様 
市内指定障害福祉サービス事業者・施設 様 

市内指定障害児通所支援事業者 様 
 

西宮市法人指導課長 
 

令和６年度報酬改定に伴う減算の実施に伴い令和６年３月までに講じるべき措置について 

 
 今般、令和 6 年度介護 ・障害報酬改定に関して、厚生労働省の介護給付費分科会及び障害福祉サービ
ス等報酬改定検討チームにおいて概要が示されました。 

それによると、令和６年４月より介護保険サービス・障害福祉サービス （以下、「障害福祉サービス」
には 「障害児通所支援」を含む）ともに虐待防止措置未実施減算や、業務継続計画未策定減算が新設さ
れ、また、障害福祉サービスについては、情報公表未報告減算が新設されます。 
 国から報酬告示や留意事項通知等が示された際はお知らせしますが、令和６年３月までに所定の措置
を講じていない場合、令和６年４月から当該減算が適用となる見通しですので、速やかに下記の措置を
講じてください。 
 

記 
 
１．虐待防止措置未実施減算について 

 別途事務連絡 「虐待防止措置未実施減算の実施に伴い令和６年３月までに講じるべき措置について」
をご確認ください。 

 
２．業務継続計画未策定減算について 

① 対象サービス 
 ア 介護保険サービス  

全サービス（居宅療養管理指導、特定福祉用具販売を除く） 
 イ 障害福祉サービス（障害児通所支援含む） 

全サービス 
 

（次ページに続く） 
 
 
 
 
 



② 減算の概要 
 下記の基準に適合していない場合 

・ 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施

するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画 （業務継続計画）を

策定すること  

※感染症、自然災害両方ともの業務継続計画の策定がなければ減算対象 

 

・ 当該業務継続計画に従い必要な措置を講ずること 

 
③ 令和６年３月までに講じるべき措置 

下記は、令和３年度報酬改定時に新設された指定基準及び解釈通知を抜粋しまとめたものです。 
 ア 感染症に関する業務継続計画を策定すること。 

 （計画に記載すべき内容） 
  ・ 平時からの備え（体制構築・整備、感染症防止に向けた取組の実施、備蓄品の確保等） 

・ 初動対応 
・ 感染拡大防止体制の確立（保健所との連携、濃厚接触者への対応、関係者との情報共有等） 

 

イ 自然災害に関する業務継続計画を策定すること。 

 （計画に記載すべき内容） 
  ・ 平常時の対応 （建物 ・設備の安全対策、電気 ・水道等のライフラインが停止した場合の対策、

必要品の備蓄等） 
・ 緊急時の対応（業務継続計画発動基準、対応体制等） 

 ・ 他施設及び地域との連携 
 
ウ 感染症及び自然災害に関する業務継続計画に基づき、必要な措置を講じること。 

 
④ ひな形・作成研修資料について 
  参考として、厚生労働省が示したひな形 ・作成研修資料を記載してしますが、必ずしも下記ひな

形にて作成する必要はありません。 
 
 ア 介護保険サービス事業所・施設 

  （感染症・自然災害共通、ひな形・作成研修資料） 
  厚生労働省ホームページ「介護施設・事業所における業務継続計画（ＢＣＰ）作成支援に関

する研修」    
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html 
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イ 障害福祉サービス・施設 
（感染症、ひな形・作成研修資料） 

厚生労働省ホームページ 「障害福祉サービス事業所等における業務継続計画 （ＢＣＰ）作成支
援に関する研修」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00003.html 
 

  （自然災害・ひな形） 
厚生労働省ホームページ 「障害福祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務継続ガ

イドライン等」 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_17517.html 

 （自然災害・作成研修資料） 
MS&AD インターリスク総研株式会社ホームページ 「令和３年度障害者総合推進事業障害福

祉サービス事業所等における自然災害発生時の業務続計画（ＢＣＰ）作成支援に関する研修」 
    https://www.smartstream.jp/msad/mhlw/index.html 
   
⑤ 経過措置 

ア 下記イに記載のサービス以外については、「感染症の予防及びまん延防止のための指針の整備
（感染症防止指針）」及び 「非常災害に関する具体的計画の策定 （非常災害対策計画）」を行って
いる場合、令和７年３月 31 日までの間、減算を適用しない。 
※感染症防止指針及び非常災害対策計画両方ともの策定がなければ、減算対象 

 
 イ 次のサービスについては、一定期間減算を適用しない。 

サービス種別 経過措置期間 
介護 訪問系サービス、福祉用具貸与、 居宅介護支援 令和７年３月 31 日 

まで 

障害 

居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者
等包括支援、自立生活援助、就労定着支援、居宅訪問型児童
発達支援、保育所等訪問支援、計画相談支援、障害児相談支
援、地域移行支援、地域定着支援 
就労選択支援（新設） 令和 9 年 3 月 31 日 

まで 
  ※（介護）居宅療養管理指導、特定福祉用具販売は減算対象外 
 
⑥ その他 
  業務継続計画を策定した際は、従業者への周知徹底、定期的及び新規採用時の研修、定期的な訓

練の実施、定期的な業務継続計画の見直しが必要です。 
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３．情報公表未報告減算について 

① 対象サービス 
  障害福祉サービス（障害児通所支援含む）全サービス 
 
② 減算の概要 
  障害福祉サービス等情報公表システム上、未報告となっている場合 
 
③ 事業者が講じるべき措置について 

障害福祉サービス等情報公表システムは、毎年度更新(報告)が必要です。令和５年５月１日以降、
障害福祉サービス等情報公表システムの更新(報告)されていない事業者様については、令和６年３

月末日までに必ず更新(報告)を行ってください。 

当該システムは、「WAMNET」https://www.int.wam.go.jp/sfkohyoin/COP000100E0000.do よ
りログインできます。 

ログイン ID、パスワードは、当該制度が創立された際若しくは事業所開設時にメールにてお知
らせしていますが、ご不明な場合は、西宮市法人指導課事業者指定チーム （TEL ：0798-35-3152)ま
でお問い合わせください。 

（ログイン ID は、指定権者ごとに、一事業者 （法人）1 つの付与となっていますので、西宮市内
で、複数事業所を運営する事業者（法人）は、事業所間で共有することになります。） 
 
ログイン後の手順概要  
手順１．システムにログイン後、画面上部にある 「事業所情報の照会 ・編集を行う」メニューをク

リックする。 
手順２．検索条件を入力後、検索ボタンをクリックし、事業所・施設を検索する。 
手順３．検索結果から詳細情報を入力する事業所・施設名称のリンクをクリックする 
手順４．事業所詳細情報の編集を行う」画面の各タブにて詳細情報の入力を実施する。 
手順５．すべてのタブの入力完了後、「承認者へ申請する」のタブより入力内容の承認申請を実施す

る。 
  詳 細 な 操 作 方 法 等 に つ い て は 、「 障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 情 報 公 表 シ ス テ ム 関 係 連 絡 板 」

（https://www.wam.go.jp/content/wamnet/pcpub/top/shofukuinfopub/）に掲載されている操作説
明書をご覧ください。 
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４．その他 

    上記以外に、令和６年度報酬改定に伴い新設される減算やすでに設定されている減算単位数又は減
算割合が増えるものがあります。 

詳細については、各サービスの報酬改定の概要をご確認ください。 
  （介護）令和６年度介護報酬改定における改定事項について 
    https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001200256.pdf 

 （障害）令和６年度障害福祉サービス等報酬改定の概要
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_37772.html 

以上 
 

問い合わせ先 
西宮市法人指導課 
電 話 （居宅事業者指導チーム）    0798-35-3082 
    （法人認可・施設等指導チーム）0798-35-3423 

（事業者指定チーム）     0798-35-3152 
メール  hojin@nishi.or.jp 
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